
株主メモ（株式のご案内）

事 業 年 度 毎年１月１日から１２月３１日まで

定 時 株 主 総 会 毎年３月開催

基 準 日 定時株主総会　毎年１２月３１日

期末配当金　　毎年１２月３１日

中間配当金　　毎年　６月３０日

そのほか必要あるときは、あらかじめ公告して定めた日

株 主 名 簿 管 理 人 及 び 大阪市中央区北浜四丁目５番３３号

特別口座の口座管理機関 住友信託銀行株式会社

株 主 名 簿 管 理 人 東京都中央区八重洲二丁目３番１号

事 務 取 扱 場 所 住友信託銀行株式会社　証券代行部

（ 郵 便 物 送 付 先 ） 〒183-8701 東京都府中市日鋼町１番１０

住友信託銀行株式会社　証券代行部

（ 電 話 照 会 先 ） ０１２０－１７６－４１７

（ Ｕ Ｒ Ｌ ） http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/service/daiko/index.html

公 告 の 方 法 公告の方法当社は、電子公告制度を導入いたしております。当社公告につきま
しては、下記記載の当社ホームページに掲載いたします。ただし、電子公告に
よることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新
聞に掲載して行います。
掲載ホームページ http://www.toukei.co.jp

上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所

【株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について】
　証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出及びご照会は、口座のある証券会社宛
にお願いします。証券会社に口座を開設されていない株主様は、下記の電話照会先にご連絡ください。

【特別口座について】
　株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった株主様には、株主名
簿管理人である上記の住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設いたしました。特別
口座についてのご照会及び住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。
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